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 圧力換算表 
kgf / cm2 MPa 

0.2 0.02 
2.0 0.20 
3.0 0.29 
4.0 0.39 
5.0 0.49 
5.5 0.54 
6.0 0.59 
7.0 0.69 
7.7 0.76 
8.0 0.78 
8.5 0.83 
9.0 0.88 
9.3 0.91 

10.0 0.98 
11.0 1.08 
12.0 1.18 
14.0 1.37 
15.0 1.47 
17.0 1.67 
20.0 1.96 
22.0 2.16 
25.0 2.45 
27.5 2.70 
30.0 2.94 
45.0 4.41 
48.0 4.70 
50.0 4.90 
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適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危

険性が極めて大きいことを示します。 

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危

険が存在することを示します。 

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場

合に、傷害または製品の重大な破損に至る可能性があることを示します。 

●   印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。 

この度は、明治の空冷式エアコンプレッサをお買い上げいただき有り難うござ

います。 

 はじめに  

 この取扱説明書は、空冷式エアコンプレッサの取扱い方法と使用上の注意事項について記載
してあります。 

 ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みの上、記載してある使用範囲を守っ
てご使用ください。また正しい保守点検を行い、故障を未然に防止するようお願いします。この

取扱説明書に記載していない操作・取り扱い、明治純正部品以外の交換部品の使用や改造な

どを行わないでください。機械の故障、人身事故の原因になることがあります。これらに起因す

る事故については、当社は一切の責任を負いません。 

 お読みになった後も、必ず製品に近接して保存してください。 

 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。 

 この取扱説明書を紛失または損傷された場合、また警告表示ラベルが破損・剥離・退色して見
にくくなりましたら、速やかに幣社の指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業所にご注文くだ

さい。 

 尚、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には本書の
内容及び写真・イラストなどの一部が、製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。 

 ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げまたはお近くの指定サービス店・
特約店・販売店・弊社営業所にご相談ください。 

 この取扱説明書の内容を無断で複写又は転載はしないでください。 

※ これらの安全上の注意は、明治の空冷式エアコンプレッサ使用に関して、

より重要な面を補う提案です。当社は、お客さまがこれらの安全上の注意を

無視した結果の責任は負いかねます。 
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1. 一般的内容 

 屋外など、第三者（子供・一般の人々）が立ち入る場所で使用するとき、監督者が注意を払
えない場合には、代行者を置くか、防護柵を設けるか安全上必要な処置を行ってくださ

い。 

 本機で圧縮した圧縮空気は、人の呼吸用や人体には使用出来ません。呼吸用・人体に使用
すると呼吸困難・呼吸障害を起こし、死亡の原因となります。 

 運転中・運転直後はコンプレッサのシリンダ・シリンダカバー・接続管は高温になっています
ので、手など触れないでください。手など触れますと、やけどの原因となります。 

 ベルトガードを外して運転しないでください。回転部に、手や衣服が巻き込まれて非常に危険
です。 

 運転中はプーリ、Ｖベルトなどの回転部に手・指等を、近づけないでください。回転部に巻き
込まれると重大な事故を起こす危険性があります。 

 本機で吸入圧縮・圧送できるガスは空気のみです。空気以外のガス圧縮には使用しないでく
ださい。火災・破損等の原因になります。 

 重要製造設備等に使用される場合は、製品の故障・不具合、保護装置の作動による圧縮
機の停止にそなえて、予備機やそれにかわる装置を用意願います。 

 引火性のあるガス、爆発性の可燃物（アセチレン・プロパン・シンナー・ガソリン・塗料等）の
ない場所に設置してください。もし、使用して火災・事故が発生すると、人身・建造物に重大な損
害を与えます。 

 濡れた手で電気部品に触れないでください。濡れた手で電気部品に触れますと、感電・故障の
原因となります。 

 製品の上に乗ったり、物を置かないでください。転倒・落下によるケガ、圧縮機の破損、性能低
下等の原因となります。 

2.  運転するとき  
 主電源『入』・コンプレッサのエースコントローラのスイッチを『連続・断続』にすると、運転を
開始します。空気タンク内の圧力が高い場合は運転しない場合がありますが、圧力が低下

すると自動的に運転を開始します。主電源『入』・コンプレッサのエースコントローラのスイッ

チを『連続・断続』の場合には、回転部に手や顔を近づけないでください。けが・事故等の原
因となります。 

 コンプレッサの運転中・停止直後はシリンダヘッド・シリンダ・吐出管が高温になりますので、
触らないでください。やけどの原因となります。 

 コンプレッサの回転方向（正面から見て、右回転・時計回り）を必ず確認してください。コン
プレッサの過熱による破損・事故の原因となります。 

安全に使用していただくために

必ず守っていただきたいこと 
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3.  保守点検のとき  

 点検整備を定期的に実施してください。破損・事故の防止となります。 

 本機を清掃・点検・点検整備するときには必ず、主電源を『切』・コンプレッサのエースコント
ローラのスイッチを『切』にし、空気弁・ドレン弁を開けて圧縮空気を放出し、空気タンク内の

圧力を『ゼロ』にし、『整備中』であることを明らかにし、作業を始めてください。回転部に、手

や衣服が巻き込まれたり、感電の恐れがあり大変危険です。また、圧力があるにもかかわら

ず、圧力計などの加圧部を交換しようとすると、その部品が飛び、ケガ・建造物の破損の危

険性があります。感電・けが・事故の防止となります。 

 部品交換する場合は必ず明治純正部品を使用してください。破損・事故の防止となります。 

 製品の改造及び部品の改造は絶対にしないでください。破損・事故の防止となります。 

 作業前・作業後に必ず点検を！本機を使用する前に必ず、異常音・異常振動、
オイルの確認等、始業点検を行い、異常個所は直ちに整備してから作業を始め

てください。また、作業終了時も点検を行って異常がないかチェックしてください。 

4.  設置するとき  
 設置場所は、清潔で室内の周囲温度が 0～40℃の範囲で使用してくださ
い。上記温度範囲外で使用されますと軸受寿命低下・シール寿命低下・

焼付・各部の凍結・破損等のおそれがあります。 

(1) 屋内で、明るく、広く、風通しのよい室内で、鉄粉・粉じん・木くず・砂じん・油分などが
ない清潔な空気が吸入でき、充分コンプレッサが冷却できるよう壁より後ろ側６０cm、左
右６０cm、上側６０cm、以上離して風通しの良い場所に設置してください。又、正面側は
メンテナンススペースとして８０cm以上を設けてください。 

(2) 室温は運転中に 40℃を越えないよう換気扇などを設け、40℃以下になるようにしてく
ださい。寿命の低下・焼きつき等、破損の原因になります。また、０℃以下ではドレンの凍結によ
り、故障の原因になります。 

(3) 充分強度のある水平な床面で、すべての車輪が接地するように設置してください。床
面の強度がない場合、4隅が完全に接地していない場合、振動・騒音が大きくなり、破損・事故の
原因となります。 

(4) 輸送時の台木は外して運転してください。破損の原因となります。 
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 湿気が少なく、雨や蒸気など水滴が
かからない場所で使用してください。
漏電、各部品の発錆、潤滑油の劣化、寿

命低下の原因となります。 

 アンモニア・酸・塩分・オゾンガス・亜
硫酸ガスなどの腐食性ガスのある場

所では使用しないでください。発錆・寿
命低下･破損原因となります。 

 鉄粉・砂じん・粉じん・木くず繊維く
ず・油分などの異物がかかる場所で

は使用しないでください。（吸込濾過器
フィルタの早期目詰まり、寿命低下、破損、

爆発事故の原因となります。） 

 近くに爆発性・引火性ガス（アセチレ
ン・プロパンガスなど）有機溶剤・爆発

性粉じんおよび、火気のある場所で

は使用しないでください。（火災・事故
の原因となります。） 

禁止

禁止

禁止

禁止
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5.  運転中  
 本機を運転中、停電があったら必ず主電源を『切』・エースコントローラのスイッチを『切』に
し、空気弁またはドレン弁を開けて圧縮空気を放出し、空気タンク内の圧力が『ゼロ』になっ

てから、運転を始めてください。モータの損傷の原因となります。 

 吐出空気の中には、吸込空気に含まれている油分・粉じん・摩耗粉などが混入することが
あります。 

 異常時は運転を停止する。機械の異常や、異常な振動・騒音・温度が発生した時には、エースコ
ントローラのスイッチを『切』にし運転を止めて、主電源を『切』にし、購入先又は指定サービス

店・特約店・販売店・弊社営業所にご相談ください。異常のまま運転を続けると圧縮機の破

損・感電・火災等の原因になります。 

6.  警告表示貼付位置  
警告表示は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損、紛失した場合は、新しいもの

に貼り直してください。警告シールは指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業所にお

申し付けください。 

シール K101 
（品番 340132） 

シール K102 
（品番 340133） 

 
 
 
 
シール K101 
（品番 340140）
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 騒音規制法、振動規制法による届け出について 
 届け出は、工事開始前３０日までに工事所在地の市町村役場の公害担当窓口に提出しな
ければなりません。 
 規制範囲、規制基準値などの詳細な点は各都道府県により異なりますので、管轄の区、市
役所または、町村役場の公害担当課までお問い合わせください。 

 電気設備に関する技術基準について 
 電気配線にあたっては電気設備基準および内線規定に従ってください。 
 電源は必ず電動機回路用漏電遮断機を通して１台づつ単独で接続して下さい。 
 必ず接地（アース）工事を行って下さい。接地（アース）は第三種接地工事を行って下さい。 

 ボイラーおよび圧力容器安全規則（第二種圧力容器） 
 設置報告の届け出について 

所轄労働基準監督署長への第二種圧力容器設置届け出の義務はなくなりました。ただし、圧

力容器の取り扱い及び圧力容器明細書の保管などについては、従来通りで、再発行出来ません

ので大切に保管する必要があります。 
 第二種圧力容器の定期自主検査について 

圧力容器明細書（圧力 0.2MPa以上で、内容積 40Ｌ以上の容器）が添付されている製品のタ
ンクは、第二種圧力容器に該当します。「ボイラーおよび圧力容器安全規則」(第 88 条)により定
期自主検査が義務づけられていますので、下記要領にて定期自主検査を必ず実施してください。

毎年１回以上、次の事項について定期自主点検を行い、その記録を３年間保存して下さい。 
(1) 本体の損傷の有無 
(2) フタの締め付けボルトの摩耗の有無 
(3) 管及び弁の損傷の有無 

第二種圧力容器の自主点検要領 

 書式例   第二種圧力容器自主検査点検記録 

前記の各項は「労働安全衛生法」に定められています。違反のないよう十分ご注意下さるようお願

い致します。 

設置にあたっての注意事項 

点検項目 点 検 事 項 点 検 方 法 
1.胴、鏡板等の腐れ、もれ、ふくれの 
 有無。 

腐れについては停止中に。もれ、ふくれに 
ついては運転中に点検する。 

2.安全弁の作動状態およびもれの有無。 空気又はガスのもれの有無を確認する 本体 
3.圧力計の指度の狂いと連結管の状態。 指針の狂いは、圧力が０のとき、圧力計の 

指針が０をさしていることを点検する。 
ふた 磨耗、腐れ、割れ、ゆるみの有無。 ふたの締付について点検する。 

管および弁 損傷ともれの有無。  

検査年月日   年  月  日 検査者氏名 事業者 印 

状 態 異 常 
検査項目及び点検事項 

良 否 有 無 状 態 と 措 置 

1.胴・鏡板      
2.安全弁       

本体の損傷 
3.圧力計      

ふ   た      
管及び弁の損傷      
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1. 圧縮機本体 
圧縮空気を製造する本体です。 

2. 逆止弁 
空気タンク内の圧縮空気の逆流を防止します。 

3. 空気タンク 
空気圧縮機本体で製造された圧縮空気を貯蓄する容器です。 

4. 空気弁 
5. 安全弁 

空気タンク内の圧力が規定圧力1.47MPa以上になると作動して、圧縮機・モータの損傷や、タンクの破裂を
防止する安全装置です。 

6. ドレン弁 
空気タンク内に溜まった水・油・錆などを排出させる弁です。 

7. 圧力計 
8. ベルトガード 

プーリ・Ｖベルト・冷却ファンなどの回転部を保護し、衣服の巻き込みによるケガなどを防ぎます。 
9. Vベルト 

10. モータ 
11. 電磁開閉器 

過電流が流れるのを防止し、モータを損傷から守る機器です。 
12. エースコントローラ 

アンローダパイロット弁と圧力スイッチの機能をひとつにまとめた制御装置です。 
ワンタッチで連続運転と断続運転を切り替えることができ、また起動・停止スイッチもかねています。 

13. 圧力逃し弁 
アンロード時及び停止時中間段の圧縮空気を水・油・錆と一緒に排出し、モータ起動時の負荷を軽減しま

す。 
14. 中間圧力用安全弁 
 

各部の名称とそのはたらき 

1 

12 

5 

7 

2 

13 

3 

14 9 10 8 

11

4

6
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1.  現品の確認  
 形式、周波数が注文どおりの製品かをお確かめくださ
い。 
 運送中の破損、変形箇所がないかお確かめください。 

2.  配線について  
 電磁開閉器のカバーを外して、電磁開閉器の、1/L1・
3/L2・5/L3・ア－スへ電源コードを接続してください。 

 配線後、エースコントローラのスイッチを『連続・断続』にして、1～2 秒運転し、圧縮機本
体の回転方向を確認してください(ベルト車、Ｖベルトを見て確認してください)。逆回転した場合
は電源コード 3本のうち 2本を入れ換えると、正回転になります。万一逆回転で使用され
ますと空気圧縮機の故障・焼付の原因になります。 

必ず、主電源を『切』・エースコントローラのスイッチを『切』にし、作業を始めて

ください。プーリ・V ベルト・ファンなどの回転部に、手や衣服が巻き込まれたり、感電
の恐れがあり大変危険です。 

 電気工事は、電気設備基準及び内線規定に従って行ってください。 
 電源は、必ず主電源とコンプレッサの間に、手元ヒューズまたはモータブレーカを 1 台ご
とに設けてください。 
 電源コード４芯を使用し、感電防止のためアースを必ずとってください。 

（配線参考資料） 

お使いになる前に 

   配線容量 mm  (mm2) 
形  式 出力 

(kＷ) 
電  源

(V) 電源コード太さ アース線太さ

手元ヒューズ 
(ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶ) 
容量 (A) 

モータブレーカ
定格電流 (A)

GKH－22 5/6 2.2 1.6 （2.0） 20 10 
GKH－37 5/6 3.7 2.0 （3.5） 30 16 
GKH－55 5/6 5.5 2.6  (5.5) 50 25 
GKH－75A 5/6 7.5 3.2 （8.0） 2.6  (5.5) 75 33 
GKH－110A 5/6 11.0 

3相 
200V 

4.2  (14.0) 100 45 

電源コード

電磁開閉器

アー ス

端子 

ベルトガード 

回転方向表示有

回転方向は 
正面から見て

右回転です。
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前項に示されている以外の細い線を使用されますと、モータの損傷の原因と

なります。また、家屋等の火事になる原因にもなります。電気事情の悪い場所、

配線が長くなる場所は、お買い求めになった販売店にご相談下さい。 

元電源は規定電圧・規定周波数で必ず使用して下さい。規定値外で使用

すると起動不良や電動機の損傷などの原因となります。配線が細い・長す

ぎる場合、電圧降下が大きくなりコンプレッサが回転しない場合があります。 

3.  運転前の準備  
 各部のボルトやネジに緩みがないか。輸送中の変形、破損ないか確認してください。 
 Ｖベルトの張り具合が適正であるか確認してください。 

4.  潤滑油の確認  
 潤滑油は作業前、作業後に必ず点検を！ 

潤滑油は作業前、作業後に必ず点検を行い、コンプレッサが停止している時、油面計の赤

丸の間にあるように給油してください。また定期点検基準表をもとに、定期的に全量交換してく

ださい。 

明治純正の潤滑油または指定潤滑油を使用してください。 
それ以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ・オイルアップによるカー

ボンの蓄積・カーボンの発火また摺動部の焼付きなどが発生しやすく、大き

な事故の原因となります。 

GKH－22             明治純正 コンプレッサオイル ＣO1－ 68 
GKH－37・55・75A・110A  明治純正 コンプレッサオイル ＣO4－100 

CO－68には、1L・4L・20L缶が、CO－100には、4L・20L缶があります。 

油面上限

油面下限

下～上限の間に油面

があること。 
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1.  試運転  
(1) 始動 

(ア) 空気タンクの圧力をゼロにするため、空気弁・ドレン
弁を開けてください。 

空気弁・ドレン弁を開けるときは、周りに人がいな

いことを確認して、徐々 に開けてください。急に開

けると、空気・ドレンが一気に出て危険です。また
排出中は空気弁・ドレン弁の前に手を出さないでくださ

い。錆等が飛出してケガをすることがあります。 

(イ) 主電源を『入』にしてください。 
(ウ) エースコントローラのスイッチを『連続』又は『断続』に
してください。 

連続運転 連続して空気を使用する場合（連続して稼動

する機械・エアーシリンダ等）。 
断続運転 断続して空気を使用する場合（エアーダスタ

等で完結的に空気を使用する）。 
※ 断続運転で使用している場合、コンプレッサが作動

圧力まで達し停止してから、復帰圧力まで降下し、再起

動する時間が 20 秒以内の場合は、連続運転で使用し
たほうが電気機器の保護になります。 

圧力「ゼロ」の状態のままで圧縮機の無負

荷運転を１０分以上行ってください。 

(エ) コンプレッサの無負荷運転を充分行った後、空気
弁・ドレン弁を閉じて、空気タンクの圧力が上昇すること

を確認してください。 
(オ) 圧力が徐々に上がり、作動圧力（1.37MPa）なると、
エースコントローラが作動し圧力上昇が止まります。 
連続運転 モータは回転しています。⇒アンロード運転。 
断続運転 モータが停止します。 

(カ) 圧力が徐々に下がり、復帰圧力（1.18MPa）になると
エースコントローラが作動し、圧縮運転を始めます。 

※ 作動圧力・復帰圧力で作動することを確認してから

作業を始めてください。 
※ 空気弁・ドレン弁を閉じた状態で圧縮機が停止した後、圧力が若干低下することがあり

ますが、これは空気タンク内の温度が下がるためで、故障・モレのためではありません。 
安全弁は必ず規定圧力で吹出すことを確認してください。モータの損傷だけで
なく、空気タンクの破裂につながり重大なケガ・死亡の原因となります。 

エースコントローラが作動圧力（1.37MPa）になっても作動しない、またそれ以
上圧力が上昇する。このような場合は、作動圧力（1.37MPa）以下で作動する
ように、エースコントローラを調整してください。モータの損傷の原因となります。 

運転のしかた 
(ア) 

連続 
 
切 
 

断続 

 

（エ） 

作動圧力に

なると上に 

復帰圧力

になると 
元の位置に

（オ）

入

（イ） 



 

－ 12 － 

(2) 停止 
(ア) エースコントローラのスイッチを『切』にし、圧縮機
を停止してください。 
※『切』にする場合、エースコントローラが作動

（アンロード運転・コンプレッサが停止）している場

合に切ると、電磁開閉器の保護になります。 

(イ) 主電源を『切』にしてください。 

(ウ) 空気タンクの圧力が『ゼロ』にならないうちに、ドレ
ン弁を開けて圧縮空気とドレンを排出してください。 

空気弁・ドレンを開けるときは、周りに人がいないことを確認して、徐々 に開けてください。

急に開けると、空気・ドレンが一気に出て危険です。また排出中は空気弁・ドレン弁の前に手
を出さないでください。錆等が飛び出してケガをすることがあります。 

※ 機械・各機器が正常に作動することを確認してから、作業を始めてください。 

2.  日常運転  
(1) 始動 

(ア) ドレン弁・空気弁を閉じてください。 
(イ) 主電源を『入』にしてください。 
(ウ) エースコントローラのスイッチを『連続』又は『断続』にして、圧縮機を始動してください。 
(エ) 作動圧力（1.37MPa）まで圧力が上昇し、エースコントローラが作動してから空気弁を開
いてください。 

(2) 停止 
(ア) 作業終了後、エースコントローラのスイッチを『切』にして、圧縮機を停止してください。 
(イ) 安全のため、主電源を『切』にしてください。 
(ウ) 空気タンクの圧力が『ゼロ』にならないうちに、ドレン弁を開けて圧縮空気とドレンを排出し
てください。 

空気弁・ドレンを開けるときは、周りに人がいないことを確認して、徐々 に開けてください。

急に開けると、空気・ドレンが一気に出て危険です。また排出中は空気弁・ドレン弁の前に手
を出さないでください。錆等が飛び出してケガをすることがあります。 

タンク内に圧縮空気を残しままにしておくと、ドレンが発生しオイルが乳化（白

濁）しやすくなり、コンプレッサが破損する恐れがあります。 

（ウ）

(ア) 
連続 

 
切 
 

断続 

（イ）

切 
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3.  停電したときは  
(1) 主電源を『切』にしてください。 
(2) エースコントローラのスイッチを『切』にしてください。 
(3) 空気タンクの圧力をゼロにするため、空気弁・ドレン弁を開けてください。 
(4) 再度作業をする時には、始動と同じ要領で 

(ア) ドレン弁・空気弁を閉じてください。 
(イ) 主電源を『入』にしてください。 
(ウ) エースコントローラのスイッチを『連続』又は『断続』にして、圧縮機を始動してください。 
(エ) 作動圧力（1.37MPa）まで圧力が上昇し、エースコントローラが作動してから空気弁を開
いてください。 

本機を運転中、停電があったら必ず主電

源を『切』・エースコントローラのスイッチ

『切』にし、空気弁またはドレン弁を開け

て圧縮空気を放出し、空気タンク内の圧

力が『ゼロ』になってから、運転を始めて

ください。モータの損傷の原因となります。 

(5) やむを得ず、圧力があるうちに電源を入れたい場
合は、 

(ア) エースコントローラのリングを上に引っ張る。 
(イ) その状態でエースコントローラのスイッチを『連
続』又は『断続』にしてください。 

(ウ) 圧縮機が回り始めたら、リングを離してください。 

4.  オイルが乳化（白濁）する場合  
コンプレッサの運転(圧縮)時間が 1 分以下で、停止時間が 30 分を
超えるような状態（空気消費量が少ない）が継続すると、オイルが乳化

（白濁）する場合があります。このような時には、エースコントローラのス

イッチを『連続』にしてお使いください。オイルが乳化（白濁）しにくくな

ります。また、オイルが乳化（白濁）した場合は、コンプレッサオイルを

全量交換して、使用してください。 
明治純正の潤滑油または指定潤滑油を使用してください。 
それ以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ・オイルアップによるカー

ボンの蓄積・カーボンの発火また摺動部の焼付きなどが発生しやすく、大き

な事故の原因となります。 

5.  圧縮機の異常停止について  
(1) 電磁開閉器のサーマルリレーの作動して停止したときに
は、電源・圧縮機の異常が考えられます。 

(ア) 主電源を『切』にしてください。 
(イ) エースコントローラのスイッチを『切』にしてください。 
(ウ) 「不調原因とその処置」を参照して、原因を調べてくだ
さい。 

(エ) サーマルリレーのリセットボタンを押してください。 
(2) 再起動は 「停電したときは」 と同様の手順で行ってください。 
(3) 再起動後、再びサーマルリレーが作動する場合、また機械の異常や、異常な振動・音・
温度が発生した場合には、再度主電源を『切』にし、エースコントローラのスイッチを『切』にし

てから、指定サービス店・特約店・販売店または当社営業所にお問い合わせください。 

リング

上に引っ張る

連続 
 
切 
 
断続 

 連続

リセットボタン
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 空冷式二段エアコンプレッサの性能・寿命を維持し、永く良い状態でお使いいただくため
には、日常点検、定期の整備・保守・点検を充分行う必要が有ります。 
 定期の点検時期は、コンプレッサの使用状況・取り扱い方法などにより異なるので、一概
には決めにくいのですが、目安として下表に示します。 
 使用年数、運転時間のいずれか早いほうを、点検時期としてください。 
 空気タンクは、第二種圧力容器に該当します。「ボイラーおよび圧力容器安全規則」(第
88 条)により定期自主検査が義務づけられていますので、必ず実施してください。毎年１
回以上定期自主点検を行い、その記録を３年間保存して下さい。 

点検、整備を実施しないで運転を継続した場合、重大な事故に至る場合があ

りますので、必ず点検整備を行ってください。破損・事故の原因となります。 
点検整備時間は保証時間ではありません。表に掲げた時間は標準的な使用

の場合です。使用状態（温度・湿度・粉じん等）により、下記点検時期は多少

異なりますので、使用状態が過酷な場合は点検間隔を短くしてください。破
損・事故の原因となります。 

1.  圧縮機の点検整備基準表  

※ ○印は運転開始後・部品交換後からの定期点検時期、●印は部品交換時期を示します。 
※ 点検・整備は、年数または運転時間のどちらか早く達した時点で行ってください。 

定期の整備・保守・点検 

点 検 整 備 時 期 ・ 時 間 
日常 （ 毎 日 ） 点 検 箇 所 点 検 事 項 

使用前 使用中 使用後

半月毎

又は 
100時間毎

2 ヶ月毎
又は 

400時間毎

6 ヶ月毎
又は 

1200時間毎

1年毎 
又は 

2400時間毎 

2年毎 
又は 

4800時間毎 

備 考

ドレン抜き タンク内のドレン排出   ○       
圧力計・エ-スコントローラ・
安全弁・電磁開閉器 作動確認  ○       異常あれば交換

圧力逃し弁 作動確認、モレ点検  ○     ●  異常あれば交換

各接続管（エアホース含む） モレ確認  ○       異常あれば交換

異常音・異常振動・エア漏

れ 点検  ○        

油面計・潤滑油 油糧点検・補給、交換 ○  ○ 初回交換 2回目交換 ●    

ボルト・ナット・ネジ類の緩み 点検・締付け    初回点検   ○   

吸込みろ過器フィルタ 清掃、点検、交換    ○   ●  都度清掃・交換

Vベルトの伸び・痛み 点検、調整、交換    初回点検  ○ ●  異常あれば交換

ベルト車・モータプーリ 緩み点検     ○    異常あれば交換

フェザー弁のモレ・いたみ モレ、損傷確認     ○  ●  異常あれば交換

ドレン分離機・インタクーラ 清掃、点検     ○     

ピストンリング 磨耗量点検、損傷確認       ○ ● セットで交換 

逆止弁 逆止弁中身・モレ点検      ○ ●  異常あれば交換

空気タンク 第二種圧力容器の点検要領       ○   

圧縮機全体 清掃、整備       ○   

シリンダ・ピストン・ピストンピン 磨耗量点検、損傷確認       ○ ● 異常あれば交換

連接棒セット・クランク軸 回転状況・磨耗量点検       ○ ● 異常あれば交換
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2.  日常の点検・手入れ  
本機を清掃・点検・点検整備するときには必ず、主電源を『切』・エースコントローラ

のスイッチを『切』にし、空気弁またはドレン弁を開けて圧縮空気を放出し空気タン

ク内の圧力を『ゼロ』にし、『整備中』であることを明らかにし、作業を始めてください。
回転部に、手や衣服が巻き込まれたり、感電の恐れがあり大変危険です。また圧力があるにもかかわらず、

圧力計などの加圧部を交換しようとすると、その部品が飛び、ケガ・建造物の破損の危険性があります。 

(1) ドレン抜き 
一日の作業が終わりましたら、空気タンクの圧力が『ゼロ』にならないうちに、ドレン弁を開け

て圧縮空気とドレンを排出してください。 
空気弁・ドレンを開けるときは、周りに人がいないことを確認して、徐々に開け

てください。急に開けると、空気・ドレンが一気に出て危険です。また排出中は
空気弁・ドレン弁の前に手を出さないでください。錆等が飛び出してケガをすることが

あります。 
(2) 圧力計の指示・作動確認 

作動圧力（1.37MPa）・復帰圧力（1.18MPa）時
の指示・作動及び、空気タンク内の圧縮空気を抜き

大気圧としたとき、指針が『ゼロ』になることを確認し

てください。指示・作動が異常の場合は圧力計を交

換してください。 

(3) エースコントローラの作動確認 
アンローダパイロット弁の機能（連続運転）と、圧力ス

イッチの機能（断続運転）を一つにまとめた制御装置

です。 
空気タンク内の圧力が、作動圧力（1.37MPa）まで
上昇すると、圧力上昇が停止し、復帰圧力(1.18MPa)
まで圧力が下がると圧縮運転を始めます。 

連続運転 モータは回転しています（アンロ

ード運転）。 
断続運転 モータが停止します。 

この繰り返し運転ができない・作動圧力と復帰圧力

の差が大きい・小さい場合には調整をしてください。・ 
(ア) 圧力調整 

作動圧力（1.37MPa）になっても作動しない・
またそれ以上圧力が上昇する場合は、作動圧

力以下で作動するように、『圧力調整ネジ』で作

動圧力を調整してください。『ロックナット』を緩

め、『圧力調整ネジ』を左に回すと、圧力が下が

り、右に回すと、圧力が上がります。 
(イ) 圧力差調整 

作 動 圧 力 （ 1.37MPa ） と 復 帰 圧 力
（1.18MPa）の差が広い・狭い時には、適正な
圧力差で運転するように、『ライナー』を追加・削

除して調整してください。『ライナー』を一枚追加すると圧力差が 0.02MPa 狭くなり、一
枚削除すると圧力差が 0.02MPa広くなります。 

(ウ) 交換 
圧力･圧力差調整ができない場合や、作動不良を起こす場合には、圧力スイッチを交

換してください。 

作動圧力（1.37MPa）以上で運転しないでください。圧縮機・モータ損傷の原因
となります 

作動圧力 復帰圧力 
1.37 MPa 1.18 MPa 

一枚追加

↓ 
0.02MPa
狭くなる

ライナー
一枚削除

↓ 
0.02MPa
広くなる

圧力が上がる

圧力調整ネジロックナット

圧力が下がる

圧力調整 

圧力差調整 
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(4) 安全弁の作動確認 
(ア) 空気タンク用 

安全弁は圧縮機・モータの損傷や、タンクの破裂を防止する大

切な安全装置です。安全弁の吹出し圧力設定値は、1.47MPa で
す。それ以下で作動するように確認してください。 
調整・交換を必要とする場合には、指定サービス店・特約店・販

売店・弊社営業所にお問い合わせください。 
(イ) 中間圧力用 

中間圧力用の安全弁は、圧力調整ができません。安全弁から

圧縮空気が吹出した場合は、フェザー弁・ガスケットの異常が考え

られますので、直ちに運転を止め、指定サービス店・特約店・販売

店・弊社営業所にお問い合わせください。 

安全弁は必ず規定圧力で吹出すことを確認してください。モータの損傷だけで
なく、空気タンクの破裂につながり重大なケガ・死亡の原因となります。 

(5) 電磁開閉器の作動確認 
主電源『入』の状態で、エースコントローラのスイッチの操作・エースコントローラの作動で、起

動・停止することを確認してください。作動しない場合は、指定サービス店・特約店・販売店・弊

社営業所にお問い合わせください。 
(6) 圧力逃し弁の作動確認 

(ア) 圧力逃し弁の作動 
エースコントローラからの圧縮空気信号を受ける

と、圧力逃し弁が作動し（弁内のバルブが開き）、ド

レン分離器・インタークーラ内の圧縮空気を水･油・

錆といっしょに排出します。 
圧縮空気信号が解除されると、再び圧力逃し弁

が作動し（弁内のバルブが閉じ）、ドレン分離器・イ

ンタークーラ内の圧縮空気の排出が止まり、圧縮運

転を始めます。 
※ エースコントローラが作動しないと、圧力逃し弁は空

気を排出しません。 
(イ) 作動確認と交換 

エースコントローラが作動した時には、圧力逃し

弁から圧縮空気を排出します。圧縮運転をする時

には、数秒間圧力逃し弁から圧縮空気を排出しま

す。排出が止まらない・圧縮運転ができない場合

には交換してください。 

圧力逃し弁から圧縮空気の排出が止まらない場合、圧縮運転をしない場合に

は、指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業所にお問い合わせください。 

(7) 各接続管の確認 
エア量が変化した場合、エア漏れが考えられます。接続管（ホース）内に圧力がある状態で、

リークチェッカ・石鹸水等を使用しエア漏れがないか確認してください。エア漏れがあった場合

には、接続管（ホース）取付部の締付け、接続管（ホース）を交換してください。 
(8) 振動・音・エア漏れの確認 

各部の振動・音を確認してください。異常があるようでしたら据付状態（場所・床強度）を確認

してください。稼動部分で異常があるようでしたら、指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業

所にお問い合わせください。 
各部に圧力がある状態で、リークチェッカ・石鹸水等を使用しエア漏れがないか確認してくだ

さい。エア漏れがあった場合には、機器取付部の締付けをしてください。 

エースコントローラから 

ドレン分離器から

排出 

エースコントローラから 

排出 

インタクーラからインタークーラ用 

ドレン分離機用 

圧縮空気

吹出口 

圧縮空気

吹出穴 
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(9) 潤滑油の点検 
潤滑油は作業前、作業後に必ず点検を行い、圧

縮機の停止中に、油面計の赤丸の間にあるように

給油してください。定期点検基準表をもとに、定期

的に全量交換してください。 

3.  半月毎又は 100時間毎の点検・整備  
(1) 潤滑油の全量交換 

初回のみこの期間で交換します。油面計の上限を超えないようにしてください。 

明治純正の潤滑油または指定潤滑油を使用してください。それ以外の潤滑油
を使用されますと、オイルアップ・オイルアップによるカーボンの蓄積・カーボンの発

火また摺動部の焼付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。 

(2) ボルト・ナット・ネジ類の緩み 
緩みがないか確認してください。緩みがある場合は、スパナ・ドライバ等の工具で完全に締

付けてください。 

(3) 吸込みろ過器フィルタ清掃 
(ア) 吸込みろ過器のカバーを外してください 
(イ) フィルタを取出して、ブラシ等で清掃後、エアダスタ
等でゴミ・ホコリを吹き飛ばしてください。 

エアダスターを使用して清掃する時は、

保護眼鏡を使用してください。使用しな

いと目にゴミなどが入ることがあります。 

吸込ろ過器のフィルタの目詰まりが激しい場合は新品と交換してください。空
気量減少・寿命低下の原因となります。 

(4) Vベルトの点検・調整 
(ア) Ｖベルトの張りが緩いと V ベルトがスリッ
プし、コンプレッサの性能が充分に発揮出

来ません。また Vベルトの寿命低下につな
がり、異常音・異常振動等の原因にもなり

ます。 
(イ) Ｖベルトは適正な強さで張ってください。
張り具合が適正かどうか、下表により確認

してください。緩い場合は張り直してくださ

い。 

(ウ) ベルト車とモータプーリの Vベルト溝の傾きが、2mm以下であるか確認してください。 

V ベルトを強く張りすぎると、軸受寿命を低下させます。張りすぎに注意してく
ださい。Vベルトに油分・粉塵等が付着すると、Vベルトの寿命が低下します。油分・
粉塵が付着しないよう注意してください。 

たわみ荷重（N） たわみ荷重（N） 
適 用 機 種 

新品ベルト 張り直し
たわみ量

（mm）
適 用 機 種 
新品ベルト 新品ベルト 張り直し

たわみ量

（mm）
GKH－22 5/6 30.0～35.0 30.0 GKH-75A 5/6 25.0～30.0 25.0 
GKH－37 5/6 20.0～25.0 20.0 GKH－110A 5/6 35.0～40.0 30.0 10.0 

A 
ベ 
ル 
ト 

GKH－55 5/6 30.0～35.0 30.0 
10.0 

B
ベ

ル

ト
    

油面上限 
この間に油面が

あること 

指で軽く押さえる

プーリが一線になるよう

に定規で面をあわせる

たわみ

荷重 

モータプーリ

ベルト車



 

－ 18 － 

4.  2 ヶ月毎又は 400時間毎の点検・整備  
(1) 潤滑油の全量交換 

2回目のみ全量を交換します。油面計の上限を超えないようにしてください。 

明治純正の潤滑油または指定潤滑油を使用してください。それ以外の潤滑油
を使用されますと、オイルアップ・オイルアップによるカーボンの蓄積・カーボンの発

火また摺動部の焼付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。 

(2) ベルト車・モータプーリ 
ベルト車・ボルト・モータプーリに緩みや、ガタがあるか確認してください。緩みやガタがあるよ

うでしたら、締付け・交換をしてください。 

(3) フェザー弁の点検 
エースコントローラのスイッチを『切』にし。空気タンクの圧力を「ゼロ」にするために、空気弁・

ドレン弁を開きます。空気タンク内の圧力が「ゼロ」になってから、空気弁・ドレン弁を閉じ、エー

スコントローラのスイッチを『連続・断続』にします。圧力「ゼロ」から作動圧力（1.37MPa）までの
時間（圧力上昇時間）を測定します。圧力上昇時間は下表で確認してください。時間がかかるよ

うでしたら、指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業所にお問い合わせください。 
適用機種 GKH－22 5/6 GKH－37 5/6 GKH－55 5/6 GKH－75A 5/6 GKH－110A 5/6

圧力 
上昇時間 8分 50秒 6分 40秒 5分 25秒 4分 00秒 2分 10秒 

(4) ドレン分離器・インタークーラの点検・清掃 
(ア) 圧縮機の性能を保つため点検・清掃を実
施してください。インタークーラのフィンをブラ

シ等で清掃後、エアダスタ等でゴミ・ホコリを

吹き飛ばしてください。この時、インタークー

ラのフィンが曲がらないよう気をつけてくださ

い。 
(イ) ドレン分離器・インタクーラ内部のゴミ・油・
錆等を除去してください。圧力逃し弁・安全

弁等を外すと清掃しやすくなります。 

インタークーラの清掃を怠ると、コンプレッサ故障の原因となります。 

5.  6 ヶ月毎又は 1,200時間毎の点検・整備  
(1) 潤滑油の全量交換 

全量を交換します。油面計の上限を超えないようにしてください。 

明治純正の潤滑油または指定潤滑油を使用してください。それ以外の潤滑油
を使用されますと、オイルアップ・オイルアップによるカーボンの蓄積・カーボンの発

火また摺動部の焼付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。 

(2) Vベルトの点検 
Ｖベルトの張りが緩いとスリップし、コンプレッサの性能が充分に発揮出来ません。また Vベル
トの寿命低下につながり、異常音・異常振動等の原因にもなります。 

たわみ荷重（N） たわみ荷重（N） 
適 用 機 種 

新品ベルト 張り直し 
たわみ量

（mm）
適 用 機 種 
新品ベルト 新品ベルト 張り直し 

たわみ量

（mm）
GKH－22 5/6 30.0～35.0 30.0 GKH-75A 5/6 25.0～30.0 25.0 
GKH－37 5/6 20.0～25.0 20.0 GKH－110A 5/6 35.0～40.0 30.0 10.0 

A 
ベ 
ル 
ト 

GKH－55 5/6 30.0～35.0 30.0 
10.0 

B
ベ

ル

ト
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V ベルトを強く張りすぎると、軸受寿命を低下させます。張りすぎに注意してく
ださい。Vベルトに油分・粉塵等が付着すると、Vベルトの寿命が低下します。油分・
粉塵が付着しないよう注意してください。 

(3) 逆止弁の点検 
空気弁・ドレン弁を閉じ、エースコントローラのスイッチを『断続』にし圧縮機を起動します。空

気タンク内の圧力が上昇し、作動圧力（1.37MPa）になりモータが停止してから、エースコントロ
ーラのスイッチを『切』にします。この状態で 30 分間放置後、空気タンク内の圧力が停止圧力
（1.37MPa）の 10％（0.14MPa）以上降下していないことを確認してください。 

圧力が 10％以上降下するようでしたら逆止弁の中身の異常・その他部分不
具合が発生している恐れがあります。指定サービス店・特約店・販売店・弊社

営業所にお問い合わせください。 

6.  一年毎又は 2,400時間毎の点検・整備  
(1) 圧力逃し弁の交換 

圧力逃し弁が作動不良を起こすと、放出が止まらない・圧縮運転ができなくなり、圧縮機・モ

ータの損傷を起こす場合が有ます。 

(2) ボルト・ナット・ネジ類の緩み。 
緩みがないか確認してください。緩みがある場合は、スパナ・ドライバ等の工具で完全に締付

けてください。 

(3) 吸込みろ過器フィルタの交換 
吸込ろ過器のフィルタの汚れ・目詰まりが激しくなると、空気量減少・寿命低下の原因となり、

圧縮機の性能を充分発揮できなくなります。 

(4) Vベルトの交換 
Ｖベルトの張りが緩いとスリップし、コンプレッサの性能が充分に発揮出来ません。また Vベル
トの寿命低下につながり、異常音・異常振動等の原因にもなります。 

Vベルトを強く張りすぎると、軸受寿命を低下させます。張りすぎに注意してく
ださい。V ベルトに油分・粉塵等が付着すると、V ベルトの寿命が低下します。油
分・粉塵が付着しないよう注意してください。 

(5) フェザー弁の交換 
フェザー弁がいたむと、空気量減少・寿命低下の原因となり、圧縮機の性能を充分発揮でき

なくなります。 

(6) ピストンリングの磨耗量点検 
ピストンリングが磨耗すると、空気量減少・寿命低下圧縮機の性能を充分発揮できなくなりま

す。また、オイル消費量が増加し、圧縮機・空気タンク・モータ損傷が損傷する場合があります。

磨耗状態・磨耗量や、傷の有無を点検してください。 

(7) 逆止弁中身セットの交換 
エア漏れ、寿命低下、異常な振動・音・温度の原因となります。 

たわみ荷重（N） たわみ荷重（N） 
適 用 機 種 

新品ベルト 張り直し
たわみ量

（mm）
適 用 機 種 
新品ベルト 新品ベルト 張り直し

たわみ量

（mm）
GKH－22 5/6 30.0～35.0 30.0 GKH-75A 5/6 25.0～30.0 25.0 
GKH－37 5/6 20.0～25.0 20.0 GKH－110A 5/6 35.0～40.0 30.0 10.0 

A 
ベ 
ル 
ト 

GKH－55 5/6 30.0～35.0 30.0 
10.0 

B
ベ

ル

ト
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(8) 空気タンクの点検 
空気タンクは、第二種圧力容器に該当します。「ボイラーおよび圧力容器安全規則」(第 88条)

により定期自主検査が義務づけられていますので、下記要領にて定期自主検査を必ず実施して

ください。毎年１回以上、次の事項について定期自主点検を行い、その記録を３年間保存して下

さい。 
(ア) 本体の損傷の有無。 
(イ) フタの締付けボルトの摩耗の有無。 
(ウ) 管及び弁の損傷の有無 

(9) 圧縮機の点検 
圧縮機の性能を保つため点検・清掃を実施してください。ボルト･ナット・ネジ類の緩み，エア・

オイルの漏れ等の点検、異常な振動・音・温度の有無等を確認してください。異常がある場合に

は、指定サービス店・特約店・販売店・弊社営業所にお問い合わせください。 

(10) シリンダ・ピストン・ピストンピンの点検 
磨耗状態・磨耗量や、傷の有無を確認してください。異常がある場合には、交換してくださ

い。 

(11) 連接棒セット・クランク軸の点検 
回転状況や、磨耗状態を確認してください。異常がある場合には、交換してください。 

7.  2年毎または 4,800時間毎の点検・整備  
(1) ピストンリングの交換 

性能の低下、寿命低下、異常な振動・音・温度の原因になります。 

(2) シリンダ・ピストン・ピストンピンの交換 
性能の低下、寿命低下、異常な振動・音・温度の原因となります。 

(3) 連接棒セットの交換 
性能の低下、寿命低下、異常な振動・音・温度の原因となります。 
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 万一不調になった場合の、原因とその処置について下表にまとめましたので、ご活用ください。 
(1) 圧縮機 

(2) エースコントローラ 

※ 交換部品には必ず明治純正部品をお使い下さい。 

不調原因とその処置 

状 況 原 因 処 置 
弁プレート取付ネジの緩みでプレートが躍る ネジを締め付ける 
ベルト車締め付けボルトの緩み ボルトを締め付ける 
ベルトの芯が出ていない ベルトを平行に張り直す 
各締め付け部のボルト・ナットの緩み 各部点検し締め付ける 
玉軸受・ニードルベアリングに異物または摩耗 分解洗浄または交換 

異常音・異常振動 

クランクピン軸受け磨耗 交換する 
吐出し弁プレートの損傷 交換する 
吐出し弁プレートにカーボン付着 分解掃除 
エースコントローラの調整不良 調整または交換 
圧力逃し弁の作動不良 交換 

吐出しガスの過熱 

ベルト車逆転 配線直し、正転にする 
吸込み・吐出し弁プレートのエア漏れまたは損傷 交換 
締め付け部からのエア漏れ 漏洩部を締め付ける 
圧力計の故障 交換 
エースコントローラの調整不良 調整または交換 
圧力逃し弁の作動不良 交換 

圧力が上がらない

圧力上昇が遅い 

Ｖベルトの緩み 規定の張りになおす 

ピストン及びシリンダの摩耗及び傷 ピストン及びシリンダの交換又は 
オーバーホール 潤滑油が早期にな

くなる 
ピストンリングの摩耗 交換 

潤滑油が乳化 
（白濁）する。 

空気消費量が少ない。運転時間が短く（1分以下）、停
止時間が長い（30分以上）。 

潤滑油の交換 
連続運転での使用 

摺動部の焼付き 焼付き部品の交換 
部品の破損 破損部品の交換 
圧力の異常上昇による過負荷 圧力スイッチの調整 
電圧降下 電源の点検 
電線コードが細い・長すぎる 電線コードの変更 
電線の接続不良 接続ネジ部の締め付け 
電磁開閉器のサーマルリレーの作動 
モータブレーカの作動 

運転中の急停止 

ヒューズ切れ 

作動原因を調査の上スイッチを 
入れるか、ヒューズを取り替える 

状 況 原 因 処 置 
吐出し弁プレート不良による逆流 交換する 
アンローダピストンキャップからエア漏れ ボルトを締め付ける 

銅管袋ナットを締め付ける 
ピーと音を発し、 
完全に作動しない 

銅管袋ナットからエア漏れ 
分解洗浄または交換 

アンローダピストンの当り面にゴミ噛み 分解洗浄または交換 
プレート押え磨耗 アンロードしない 
アンロードピストンセットの作動不良 各部点検し締め付ける 

ネジを締め付ける 
圧力調節ネジ・ロックナット・差圧調節ネジの緩み 

圧力調節ネジを調節する 
圧力調節ネジを調節する 

パイロット弁内部の磨耗 
ライナの数を調整する 

規定圧力で作動し

ない 

パイロット弁内部のゴミ噛み・汚れ 分解洗浄または交換 
エア漏れする パイロット弁内部のゴミ噛み・汚れ 分解洗浄または交換 
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 圧縮機本体 

 空冷式二段エアコンプレッサ 

※ 吐出し空気量は、最高使用圧力時に吐出す空気量を、吸込み状態（大気圧）に換算し

た数値です。保証値については、別途お問い合わせください。 

※ この仕様は予告なく変更することがあります。 

仕  様 

出 力 シリンダ径×行程×シリンダ数
クランク室

潤滑油量

（上限） 
制御圧力 質量 

形  式 

kW mm×mm×個 cc MPa kg 

BTH－22 2.2 90／65 × 56 × 1／1 550 42 

BTH－37 3.7 90／48 × 90 × 1／1 1,360 54 

BTH－55 5.5 110／75 × 90 × 1／1 1,650 59 

BTH－75A 7.5 90／75 × 90 × 2／1 1,800 81 

BTH－110A 11.0 110／90 × 90 × 2／1 3,200 

1.18 ～ 1.37 

109 

出 力
制御

圧力

回転

速度

吐出し

空気量

タンク

容積

空気

取出口
全幅×奥行×高さ 質量

形  式 

kW 

本体形式 

MPa min-1 L/min L B mm kg

GKH－22 5/6 2.2 BTH－22 785 215 155 1,350×510×935 180

GKH－37 5/6 3.7 BTH－37 850 380 220

1/4B×1
1/2B×1

1,610×560×1,008 227

GKH－55 5/6 5.5 BTH－55 810 560 1,660×620×1,165 280

GKH－75A 5/6 7.5 BTH－75 850 770

1/4B×1
3/4B×1

1,660×620×1,180 315

GKH－110A 5/6 11.0 BTH－110A 

1.18 
～ 

1.37

850 1,140

260

1/4B×1
1B×1 1,660×620×1,234 400
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 保証について 
コンプレッサの無償サービス期間は、本取扱説明書に従った正常な使用状態で、本機を

出荷した時点から 12 ヶ月または 2,400時間の内いずれか早く到達した方とします。 
ただし、期間中でも次のような場合には保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただ

きます。 
(1) 需要家側の取扱い上の過失。 
(2) 制御圧力をこえる圧力で使用された場合。 
(3) 取扱説明書に記載してある過酷環境設置場所（異常温度・粉じんが多い等）で、使
用された場合。 

(4) 取扱説明書、製品に貼られた注意銘板に記載した注意事項および日常点検・定期
点検・整備を怠った場合。 

(5) 本機を無断で改造したり、故意に起こした事故・故障の場合。 
(6) 消耗品、付属品などの交換を怠ったことに起因する故障。 
(7) 純正部品以外のものを使用して故障した場合。本保証は、日本国内で使用される場
合に限り適用されます。 

(8) 火災、地震及び水害などの天災地変に起因する故障または不具合の場合。 
(9) 本製品の故障又は不具合に伴う生産補償、営業補償などの二次補償に対する保証
は致しません。重要製造設備で使用される場合は、圧縮機が停止した場合や故障に

備えて予備機やそれにかわる装置をご用意願います。 

 アフターサービスについて 
機械の調子が悪いときに点検・処置してもなお不具合があるとき不審な点及びサービスに

関しては、指定サービス店・特約店・販売店または弊社営業所にお問い合わせください。 

※ 連絡していただきたい内容 
• 圧縮機形式 
• 機番 
• 故障内容（できるだ
け詳しく） 

サービスと保証について 

機番 形式



 

 

― メ モ ― 



 

 

明治コンプレッサ指定サ－ビス店 
（２００５年０９月現在） 

地

区 
指定サ－ビス店名 所 在 地 ＴＥＬ 

地

区
指定サ－ビス店名 所 在 地 ＴＥＬ 

(株)キョ－ワコ－ポレ－ション 札幌市東区 (011)741-0167 (株)小西エア・サービス 奈良県磯城郡 (07443)3-2338

旭機器工業(株) 旭川市 (0166)61-4615 中嶋空圧(株) 京都市伏見区 (075)643-0545

旭機器工業(株) 札幌市白石区 (011)811-8858 中嶋空圧(株)滋賀営業所 滋賀県草津市 (077)567-7997

旭機器工業(株) 苫小牧市 (0144)55-0444 ゴクタ工業 和歌山県和歌山市 (0734)62-3036

北
海
道 

旭機器工業(株) 帯広市 (0155)34-6078 (有）ハナミ工業 大阪府松原市 (0723)34-7675

（有)小山鉄工場 岩手県一関市 (0191)25-3530 松本コンプレッサー 大阪府八尾市 (0729)94-8873

（有）武石商会 宮城県仙台市宮城野区(022)252-2237 (有）三和コンプレッサｰ工業所 大阪市淀川区 (06)6309-7341

日機産業(株) 福島県いわき市 (0246)53-5777 (株)ヤマコン 大阪市西淀川区 (06)6473-9771

富士メンテナンス工業(株) 山形県天童市 (0236)54-1520 (株)阪神工作所 大阪市福島区 (06)6451-4501

郡山日機産業(株) 福島県郡山市 (0249)59-3741 宝塚コンプレッサー商会 兵庫県宝塚市 (0797)81-0092

東
北 

(有)穴山電機工業所 秋田県秋田市 (0188)45-1434 福西機械 兵庫県神戸市灘区 (078)871-8541

(有）栃木エアーテックサービス 栃木県宇都宮市 (028)665-3531 (有）マキエアーサービス 京都府福知山市 (0773)33-2851

(株)アズマ 群馬県前橋市 (027)251-5724 (株)明治ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ大阪販売所 大阪市北区 (06)6372-3041

アライ産機サービス 群馬県群馬郡 (027)371-4787

近
畿 

（株）澤村エアーサービス 大阪府松原市 (0723)30-3261

両毛空圧(株) 群馬県館林市 (0276)74-5190 姫路コンプレッサ 兵庫県姫路市 (0792)53-1725

フルテック㈱ 茨城県水戸市 (0292)44-3411 (株)フジカワキカイ 兵庫県姫路市 (0792)24-7593

(有）明治産機 埼玉県草加市 (0489)22-2240 (株)日章屋 兵庫県姫路市 (0792)53-3158

(株）天昌機電社 千葉県君津市 (0292)24-0132 (株)明  空 岡山県岡山市 (086)276-8787

(株）天昌機電社 市原 千葉県市原市 (0436)23-1088 橘高工業(株) 広島県福山市 (0849)51-2828

(株)明治京浜サービス 東京都墨田区 (03)5610-5931 重光機器サービス 鳥取県米子市 (0859)29-9935

関
東 

相模エアーサービス 神奈川県相模原市 (0427)47-0706 (有）広亜工業 広島県広島市西区 (082)238-0240

(有）芝野電機 長野県岡谷市 (0266)22-2086

山
陽
・
山
陰
・中
国 

山陽空機サービス 広島県広島市西区 (082)238-6608

(有)上田機工 長野県上田市 (0268)35-1149 (株)四国メイジエアシステム 香川県高松市 (087)844-8123

（有）エムワイエアー工機 長野県松本市 (0263)25-2179 (有）四国エアーサービス 香川県高松市 (087)886-3832

（有）田中鉄工所 新潟県三条市 (0256)32-0473 東予エヤー（有） 愛媛県西条市 (0898)66-2489

(株)ＡＢＣｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻーﾋﾞｽ 新潟県長岡市 (0258)36-0148 (有）細川電機商会 高知県高知市 (088)873-3910

(株)工電社 新潟県西蒲原郡 (0256)63-9559

四
国 

（有)四国空圧機工業 徳島県徳島市 (088)669-1929

甲
信
越 

ニイガタメイジテクノ 新潟県新潟市 (025)284-9680 （有）ミタカ機工 福岡県大野城市 (092)571-1595

東機工(有） サービス工場 静岡県浜松市 (053)411-3200 （有）マシンサービス 福岡県福岡市東区 (092)621-1510

(株)モリサービス 静岡市駿河区 (054)258-3654 エアーワーク 福岡県久留米市 (0942)33-0163東
海 

(株)モリサービス東営業所 静岡県沼津市 （055）927-3111 （有）原 電機 長崎県長崎市 (095)845-5027

(有）北産機器サービス 石川県金沢市 (076)257-0331 松尾機工 佐賀県佐賀市 (0952)22-9157

(有)中部圧縮機サービス 石川県金沢市 (076)268-3232 大分コンプレッサー（有） 大分県大分市 (0975)51-4470

（有）トナミ空圧 富山県礪波市 (0763)32-4268 (有）カタヤマサービス 熊本県熊本市 (096)357-3845

桃井工業所 富山県高岡市 (0766)31-2728 （有）コザモートル 沖縄県うるま市 (098)937-5284

北
陸 

（有)中山商会 福井県鯖江市 (0778)51-1193 多貨邑鉄工所 熊本県山鹿市 (0968)46-3969

(株)明治ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ城北ｻｰﾋﾞｽ 名古屋市北区 (052)913-0009 大広電機 鹿児島県鹿児島市 (099)248-6911

(有）ワケ機械 名古屋市中川区 (052)353-6565

九
州
・
沖
縄 

宮崎整機 宮崎県宮崎市 (0985)52-3821

（有）磯田機械サービス 愛知県豊橋市 (0532)41-0155    

スミ電機工業(株) 愛知県西尾市 (0563)56-8020    

中
部 

（有）清水機械 岐阜県大垣市 (0584)91-7353    



 

 

お客様メモ  
下記にご記入し、活用してください。 

 営業品目  

 事業所一覧  

 

形 式  

製 造 番 号  

耐 圧 番 号  

ご 購 入 年 月 日 年 月 日 

ご使用開始年月日 年 月 日 

ご 購 入 先 
TEL 

★ 小型往復空気圧縮機 ★ パッケージコンプレッサ ★ エンジンコンプレッサ 
★ スクリュウコンプレッサ ★ オイルフリースクロールコンプレッサ 
★ スプレーガン ★ 付属空気機器 ★ 自動塗装装置 
★ 塗装排気装置 ★ 乾燥炉 

• 本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川 2丁目 3番 14号 
 TEL.06 (6309) 1222 FAX.06 (6308) 7047 
• 大阪支店 〒532-0027 大阪市淀川区田川 2丁目 3番 14号 
 TEL.06 (6309) 8151 FAX.06 (6309) 8157 
• 東京支店 〒135-0042 東京都江東区木場 2丁目 5番 7号 KHビル内 5階 
 TEL.03 (3642) 0701 FAX. 03 (3642) 3200 
• 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並２丁目 345番地 
 TEL.052 (896) 1921 FAX.052 (896) 6831 
• 岡山支店 〒703-8214 岡山市鉄 160番地 
 TEL.086 (279) 2853 FAX.086 (279) 6460 
• 福岡支店 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2丁目 6番 44号 
 TEL.092 (587) 1247 FAX.092 (502) 6129 
• 北関東営業所 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町 2丁目 3064番地の 1 
 TEL.0277 (52) 3351 FAX.0277 (52) 7880 
• 静岡出張所 〒422-8034 静岡市駿河区高松 1824-4 
 TEL.054 (236) 5688 FAX.054 (237) 6639 
• 金沢出張所 〒920-0062 金沢市割出町 646 百山ビル内 
 TEL.076 (238) 6201 FAX.076 (238) 9662 
• 高松事務所 〒761-8083 高松市三名町 656-2 宮脇書店 三名ビル 201号 
 TEL.082 (832) 2258 FAX.082 (832) 2289 
• 広島事務所 〒731-0137 広島市安佐南区山本 1-9-6サンロード 101号 
 TEL.087 (815) 7820 FAX.087 (815) 7825 
• 岡山工場 〒703-8214  岡山市鉄 160番地 
 TEL.086 (279) 1251 FAX.086 (279) 3798 
• ホームページアドレス http：//www.meijiair.co.jp/ 


